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1. 研修理念 

本研修は、地域の中核病院として、地域医療への貢献および大学病院として高度医療の

提供、チーム医療の推進のために、医療安全のもと、特定行為を行う看護師を育成し、医

療・看護の質の向上を図ります。 

 

2. 研修目標 

１）高度医療および地域医療の現場において、病態の変化や、疾患を包括的にいち早くアセ

スメントし、必要な治療を理解する知識、技術および態度の基本的能力を養う。 

２）高度医療および地域医療の現場において、必要な特定行為を安全に実践する基礎的能

力を養う。 

３）高度医療および地域医療の現場において、問題解決に向けて、多職種と効果的に協働で

きる能力を養う。 

４）自らの看護実践を見直し、標準化する能力を養う。 

 

3. 本院の研修の特徴 

本院は特定機能病院であり、「最新の医療」「高度な医療」を提供する施設です。また、 

大学教育機関として経験豊富な指導医・専門医が在籍し、特定行為を学ぶ環境が整ってい 

ます。 

共通科目では、集中治療部や救急部等、高度急性期の医療現場での実習を行います。ま

た、区分別科目では急性期看護を中心とした科目の選択ができます。講義・演習・実習を

通して、看護の質向上を目指したアセスメント能力と、様々な臨床現場で幅広く看護実践

をする能力が養われます。 

令和 7 年度からは、医療現場の重要度・優先度・院内体制の整備状況を踏まえ、５つの

特定行為区分を追加しました。これにより、術後ケアの充実、看護の専門性を活かした医

師業務のタスクシフト・シェア、多職種連携の促進が可能となり、高度医療の提供、およ

び地域医療への貢献が期待されます。 

  また、2040 年には超高齢者が急増し、地域全体で医療・介護を支える体制が求められ

ます。特定看護師には、外来から在宅・介護・急変まで連続した場面で臨床判断を行い、

医師の包括的指示のもと適切な医療介入を行う役割が必要とされています。この将来ニ

ーズに応えるため、本院では在宅・慢性期領域パッケージを新たに開講し、地域完結型医

療を支える人材育成を目指します。 

 

4. 修了要件 

研修修了するためには、次の条件を満たす必要があります。 

１） 共通科目を全て受講し、筆記試験および観察評価に合格すること 

２） 共通科目を修了後、選択した区分別科目を履修し、筆記試験及び観察評価、一部の科目

では実技試験に合格すること 
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３） 本院又は他指定研修機関等で共通科目及び区分別科目が修了している場合は、それを

証明できるものを提出し、本院の特定行為研修管理委員会で認められた場合は、免除対

象以外の区分別科目を評価の対象とすることができる 

※ なお、特定行為研修修了後は、本院の看護師特定行為研修管理委員会において、修了し

た特定行為区分ごとの修了証を交付し、研修修了者の名簿を厚生労働省に提出します。 

※ ＯＳＣＥおよび観察評価の再試験は試験当日に 1 回限りとし、追加料金は要しません。 

※ 再試験が不合格の場合は、再履修となります。 

 

5. 定員   定員数（最大受け入れ人数）  30 名 

 

区分別科目 定員数（ICU コース含む） パッケージ 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 10 10 

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連  10 10 

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 ５ ２ 

循環器関連 5  

心嚢ドレーン管理関連 ３  

胸腔ドレーン管理関連 ６  

腹腔ドレーン管理関連 ６  

ろう孔管理関連  ２ 

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテー

テル管理）関連 
10 

 

栄養に係るカテーテル（末梢留置型中心静脈

注射用カテーテル管理）関連 
６ 

 

創傷管理関連  ２ 

創部ドレーン管理関連 ６  

動脈血液ガス分析関連 10 10 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 15 12 

感染に係る薬剤投与関連 ５  

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 10  

術後疼痛管理関連 10 5 

循環動態に係る薬剤投与関連 5 5 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 ５ 5 

パッケージ研修 定員数 

在宅・慢性期領域（令和 9 年度開講予定） ２ 

周術期麻酔管理領域 5 

救急領域 ５ 
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6．研修期間  

特定行為研修の受講期間は、原則として共通科目４ヶ月、区分別科目８ヶ月の 1 年間

とします。 

※共通科目は予備期間を含め最大４ヶ月半、その際は区分別科目７ヶ月半とします。 

研修期間：令和９年 4 月 1 日 ～ 令和 10 年 3 月 31 日 

履修免除の場合の期間：令和９年９月 1 日 ～ 令和 10 年３月 31 日 

ただし、引き続き履修を希望する者は、センター長の許可を得て延長することができます。

延長期間は休講期間を含めて最大 3 年とします。 

また、センター長の許可を得て最大 1 年間の休講期間を設けることができます。 

 

7. 研修内容と時間数 

研修は、共通して学ぶ「共通科目」と特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」に分かれ

ており、講義、演習または実習によって行われます。 

１） 共通科目（必須科目）は、全ての特定行為区分に共通とされる能力を身につける

ための科目であり、全ての科目の履修を必修とします。 

共通科目 時間 
講義 

e-ラーニング 
演習 実習 筆記試験 

臨床病態生理学 30 27 ２  1 

臨床推論 46 35 ８ ２ 1 

フィジカルアセスメント 49 39 3 6 1 

臨床薬理学 45 35 ８  1 

疾病・臨床病態推論 40 34 4  2 

医療安全学／特定行為実践 45 22 3 19 1 

 合計時間数 255 192 29 27 7 

※ 共通科目履修免除については 13 に記載したとおり 

 

２） 区分別科目（選択科目）は、各特定行為に必要とされる能力を身につけるための

科目であり、対象とする科目を履修します。１回の研修期間における区分別科目

は研修生が自由に最小１区分、最大４区分の複数選択が可能です。 

区分別科目 講義 試験 OSCE 演習 実習 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 9 0.5 1 ３ 1 行為 5 症例 

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連  21 0.5  8 4 行為 20 症例 

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連  ８ 0.5 １ ３ 1 行為 5 症例 

循環器関連 17 0.5  3 4 行為 20 症例 

心嚢ドレーン管理関連 ８ 0.5  ２ 1 行為 5 症例 

胸腔ドレーン管理関連 12 0.5  ２ 2 行為 10 症例 

腹腔ドレーン管理関連 ８ 0.5  ２ 1 行為 5 症例 

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテー

テル管理）関連 
７ 0.5  ２ 1 行為 5 症例 
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栄養に係るカテーテル（末梢留置型中心静脈

注射用カテーテル管理）関連 
８ 0.5 １ 3 1 行為 5 症例 

創部ドレーン管理関連 ５ 0.5  ２ 1 行為 5 症例 

動脈血液ガス分析関連 13 0.5 2 ４ 2 行為 10 症例 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 14 0.5  2 2 行為 10 症例 

感染に係る薬剤投与関連 25 0.5  ４ 1 行為 5 症例 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 13 0.5  3 1 行為 5 症例 

術後疼痛管理関連 7 0.5  1 1 行為 5 症例 

循環動態に係る薬剤投与関連 23 0.5  5 5 行為 25 症例 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 28 0.5  4 3 行為 15 症例 

※ 区分別科目履修免除については 13 に記載したとおり 

 

ICU コース研修 

区分別科目 講義 試験 OSCE 演習 実習 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 9 0.5 1 ３ 1 行為 5 症例 

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連  21 0.5  8 4 行為 20 症例 

循環器関連 17 0.5  3 4 行為 20 症例 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 14 0.5  2 2 行為 10 症例 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 13 0.5  3 1 行為 5 症例 

術後疼痛管理関連 7 0.5  1 1 行為 5 症例 

循環動態に係る薬剤投与関連 23 0.5  5 5 行為 25 症例 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 28 0.5  4 3 行為 15 症例 

合計 132 ４ 1 29 21 行為 105 症例 

 

在宅・慢性期領域パッケージ（令和 9 年度開講予定） 

特定行為区分 特定行為 
講義演
習時間 

実習 

呼吸器（長期呼吸療法に係るも
の）関連 

気管カニューレの交換 11 5 症例 

ろう孔管理関連 
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換 

19 5 症例 

創傷管理関連 
褥瘡又は慢性創傷の治療における血
流のない壊死組織の除去 

29 5 症例 

栄養及び水分管理に係る薬剤投
与関連 

脱水症状に対する輸液による補正 11 5 症例 

筆記試験 2   

合計 72 20 症例 

 ※ 在宅・慢性期領域パッケージと区分別科目の同時受講はできません。 

 

周術期麻酔管理領域パッケージ 

特定行為区分 特定行為 
講義演
習時間 

実習 

呼吸器（気道確保に係るもの）
関連  

経口用気管チューブ又は経鼻用気管
チューブの位置の調整  

12 5 症例 

侵襲的陽圧換気の設定の変更  17 5 症例 
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呼吸器（人工呼吸療法に係るも
の）関連  

人工呼吸器からの離脱  5 症例 

動脈血液ガス分析関連  
直接動脈穿刺法による採血  

17 
5 症例 

橈骨動脈ラインの確保  5 症例 
栄養及び水分管理に係る薬剤投
与関連  

脱水症状に対する輸液による補正  11 5 症例 

術後疼痛管理関連  
硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投
与及び投与量の調整  

8 5 症例 

循環動態に係る薬剤投与関連  
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸
液の投与量の調整  

12 5 症例 

筆記試験 3   

合計 80 40 症例 

※ 周術期麻酔管理領域パッケージと区分別科目の同時受講はできません。 

 

救急領域パッケージ 

特定行為区分 特定行為 
講義演
習時間 

実習 

呼吸器（気道確保に係るもの）
関連  

経口用気管チューブ又は経鼻用気管
チューブの位置の調整  

12 5 症例 

呼吸器（人工呼吸療法に係るも
の）関連 

侵襲的陽圧換気の設定の変更  

29 

5 症例 
非侵襲的陽圧換気の設定の変更  5 症例 
人工呼吸管理がなされている者に対
する鎮静薬の投与量の調整  

5 症例 

人工呼吸器からの離脱  5 症例 

動脈血液ガス分析関連  
直接動脈穿刺法による採血  

17 
5 症例 

橈骨動脈ラインの確保  5 症例 

栄養及び水分管理に係る薬剤投
与関連  

脱水症状に対する輸液による補正  11 5 症例 

精神及び神経症状に係る薬剤投
与関連  

抗けいれん剤の臨時の投与  20 5 症例 

 筆記試験 2.5   

合計 91.5 45 症例 

※ 救急領域パッケージの方は、「栄養および水分管理に係る薬剤投与関連」「精神及

び神経症状に係る薬剤投与関連」の免除可能な行為について講義 演習の聴講が

出来ます。 

※ 救急領域パッケージと区分別科目の同時受講は出来ません。 

 

8. 受講モデル 

･ 共通科目は、e-ラーニングを中心とした講義および演習・実習を 4 ヶ月で修了し、（一

部延長を認める）選択した区分別科目を 8 ヶ月で履修します。e-ラーニング期間中は勤

務に合わせてスクーリングまたは web 会議等を活用して履修を進めます。講義修了後、

筆記試験を行い、演習および実習を 10 日間程度行います。演習は、観察評価において

できるまで実施します。 

･ 区分別科目は e-ラーニングを中心とした講義および演習を受講します。 

･ 区分別科目ごとに筆記試験、演習および実習期間が指定されます。臨地実習は筆記試験
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と観察型評価又は実技試験に合格した者が行います。 

･ 患者に対する実技を行う実習では、1 症例目は、指導者が行う行為の見学又は手伝い、

2 症例目からは指導監督下で行います。次第に指導監督の程度を軽くしていきます。 

･ 経験すべき症例数は、行為の難度に応じて、5～10 症例程度行います。 

･ 区分別科目の実習は所属施設（協力施設）で行い、実習評価を行います。 

･ 実習は規程の症例が終了するまで延長します。 

･ また協力施設と協力し規程の症例数を確保します。 

 

9. 協力施設について 

 区分別科目実習は原則所属施設（協力施設）で行います。協力施設とは演習又は実習を

行う指定研修機関以外をいいます。各特定行為に対して５症例ずつの実習が必要になる

ため、指導医の協力が得られ自施設で症例がとれる行為を選択してください。 

協力施設には指導者と連携し、研修目標が達成できるように管理する研修責任者およ

び事務手続きのための事務担当者の配置をお願いします。協力施設と指定研修機関との

間で、指導方針の共有や関係者による定期的な会議を開催します。 

研修責任者と事務担当者にご協力いただき、指定研修機関と協力した安全管理体制な

どを整備し、指定研修機関指定のための申請書類などの提出を行います。また、研修責任

者の方には、実習場所・実習時間の調整などもお願します。 

 

10. 受講資格 

看護師の資格取得後、概ね３～5 年以上の実務経験を有し、所属する職場において日常

的に行う看護実践を、根拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自律的に行うことができ、

チーム医療のキーパーソンとして機能することができる者とします。 

１）看護師免許取得後、概ね３～5 年以上の実務経験を有していること 

そのうち通算 3 年以上は関連する領域の実務経験を有していることが望ましい 

２）原則、所属施設において特定行為の実践・協力が得られ所属長の推薦を有していること 

３）学業優先で受講可能であること 

４）今後、特定行為を通じて、医療の発展と社会貢献に寄与する意欲があること 

５）原則、所属施設での臨地実習を行うことができること 

６）賠償責任保険にご自身で加入していること 

７）共通科目及び区分別科目履修免除については、本院又は他指定研修機関等で既習得科

目を証明する履修免除申請書および受講したシラバス・成績証明で研修修了が確認で

きること 

 

11. 出願手続き 

募集期間 

 令和８年９月１日（火）～ 令和８年９月 30 日（水） 当日消印有効 
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  ※直接持参される場合は、16 時までにお届けください。 

 

募集要項請求方法 

 浜松医科大学医学部附属病院ホームページ「浜松医科大学医学部附属病院看護キャ

リア開発センター看護師特定行為研修部門」から必要書類をダウンロードしてくださ

い。 

 

出願提出書類 

(1) 特定行為研修志願書（様式 1） 

(2) 履歴書（様式 2-1） 

(3) 職務経歴書（様式 2-2） 

(4) 志願理由書（様式 3） 

(5) 推薦書（様式 4-1） 

(6) 受講同意書（様式 4-2） 

(7) 連絡先届（様式 5-1） 

(8) 看護師免許証（写し）※A4 サイズにコピーしてください。 

  

１）区分別科目のみ受講を希望する者 

A：本院で研修（共通・区分）が修了している場合 

(1) 区分別科目（追加）志願書（様式 8） 

(2) 受講同意書（様式 4-2） 

(3) 連絡先届（様式 5-1） 

B：他指定研修機関等で研修（共通・区分）が修了している場合 

(1) 区分別科目（追加）編入志願書（様式 8-2） 

(2) 履歴書（様式 2-1） 

(3) 職務経歴書（様式 2-2） 

(4) 志願理由書（様式 3） 

(5) 推薦書（様式 4-1） 

(6) 受講同意書（様式 4-2） 

(7) 連絡先届（様式 5-1） 

(8) 看護師免許証（写し）※A4 サイズにコピーしてください。 

(9) 履修免除申請書（様式 8-3） 

(10) 特定行為研修修了証（写し） 

(11) 特定行為研修において患者に対する実技を行う実習内容に関する証明（写し） 

(12) 受講済み共通科目及び区分別科目のシラバス・成績証明（写し） 

 

出願書類提出方法 
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 〒431－3192 

 静岡県浜松市中央区半田山一丁目 20 番 1 号 

 浜松医科大学医学部附属病院 看護キャリア開発センター 

  ※ 必ず「郵便書留」で送付するか、直接持参してください。 

 

 ＜直接持参される場合のご案内＞ 

   病院福利施設（杏林スマイルテラス）2 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 選考方法 

  書類審査と面接を行います。  

  区分別科目のみの受講希望者は履修免除規程に沿って確認後に面接を行います。 

面接日：令和８年 11 月上旬（予定） 

※出願者多数の場合は日程を変更する可能性があります。 

※面接時間は別途お知らせいたします。 

※上記に従い選考しますが、区分別科目のみを希望される場合、本院の共通科目を選択

した者を優先します。 

※審査の結果により認められない場合もあります。 

  ※面接は WEB でも対応可能です。 

 

13. 履修免除規定 

共通科目及び区分別科目の履修免除について 

本院又は他指定研修機関等で共通科目及び区分別科目が修了している場合は、受講済

み共通科目及び区分別科目のシラバス・成績証明書にて規定研修時間を修了している

ことを確認します。 

 

14．選考結果発表 

選考結果は、令和８年 12 月以降本人宛に簡易書留にて郵送します。 
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  電話やメールでの合否の問い合わせには応じられません。 

15. 受講手続きと納付金（入講料又は編入料及び受講料）について 

･ 受講予定者に受講手続きについての詳細をご案内します。 

･ 納付金（下記参照）は、本院から受講者あてに送付する請求書に基づいて、全額を受講

開始日前日までに銀行振り込みにより納付願います。 

･ 振り込み手数料などは受講者負担でお願いします。 

 

納付金 ➀入講料 10,000 円（税込） 

    ②編入料 50,000 円（税込） 

    ③共通科目受講料 一括 418,000 円（税込） 

    ④希望する特定行為の受講料（以下の受講料一覧表参照） 

【区分別科目受講料一覧表】 

区分別科目  受講料（税込） 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 44,000 円 

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連  118,000 円 

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 42,000 円 

循環器関連 104,000 円 

心嚢ドレーン管理関連 41,000 円 

胸腔ドレーン管理関連 64,000 円 

腹腔ドレーン管理関連 36,000 円 

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテー

テル管理）関連 

39,000 円 

栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心

静脈注射用カテーテル管理）関連 

52,000 円 

創部ドレーン管理関連 36,000 円 

動脈血液ガス分析関連 79,000 円 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 67,000 円 

感染に係る薬剤投与関連 72,000 円 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 52,000 円 

術後疼痛管理関連 39,000 円 

循環動態に係る薬剤投与関連 132,000 円 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 107,000 円 

コース ICU コース（8 区分） 663,000 円 

パッケージ 在宅・慢性期領域 242,000 円 

周術期麻酔管理領域 313,000 円 

救急領域 336,000 円 
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正当な理由なく期日までに納付されない場合は入講の許可が取り消されますので、  

ご注意ください。 

一旦納めた受講料は原則として返還しません。（病気、自己都合による研修の中断及

び除籍もこれに該当します。） 

   その他、テキスト料など実費負担となります。 

   また、研修のための宿泊及び交通費などは自己負担となります。 

 

16. 個人情報の取り扱いについて 

浜松医科大学医学部附属病院では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情

報の適切な取り扱いにつとめ、安全管理のために必要な措置を講じております。出願及び

受講手続きにあたり提出いただいた個人情報は、選考試験の実施、合格発表、受講手続き、

履修関係などの必要な業務において使用させていただきます。なお、本院が取得した個人

情報は、法律で定められた適正な手続きにより開示を求められた場合以外に、本人の承諾

無しに第三者へ開示、提供することはありません。 

 

17．アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒431－3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目 20 番 1 号 

       浜松医科大学医学部附属病院  

       病院福利施設（杏林スマイルテラス）2 階 

看護キャリア開発センター 

ＴＥＬ  053－435－2492 

ＦＡＸ  053－435－2493 

    （平日 月～金曜日 10：00～16：00） 

 メール tokutei@hama-med.ac.jp 

mailto:tokutei@hama-med.ac.jp

